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衆
議
院
議
員
中
根
康
浩
君
提
出
介
護
保
険
法
改
正
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日
内
閣
衆
質
一
八
六
第
六
五
号
。
以
下
「
前
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
一
及
び

二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
第
百
八
十
六
回
国
会
に
提
出
し
た
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保

を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
案
（
以
下
「
法
案
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
介
護
保
険
法
（
平
成
九

年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
改
正
に
お
い
て
、
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
介
護
予
防
通
所
介
護
（
以
下
「
介
護
予
防
訪
問
介

護
等
」
と
い
う
。
）
を
現
行
の
予
防
給
付
か
ら
法
案
に
よ
る
改
正
後
の
介
護
保
険
法
（
以
下
「
改
正
後
介
護
保
険
法
」
と
い

う
。
）
に
よ
る
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
（
以
下
「
新
総
合
事
業
」
と
い
う
。
）
に
移
行
す
る
等
の
見
直
し

（
以
下
「
予
防
給
付
等
の
見
直
し
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
予
防
給
付
等
の
見
直
し
は
、
市
町
村
（
特
別

区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
中
心
と
な
っ
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
住
民
等
の
多
様
な
主
体
が
参
画
し
、
多
様
な
サ

ー
ビ
ス
を
充
実
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
の
支
え
合
い
の
体
制
づ
く
り
を
推
進
し
、
各
市
町
村
に
お
け
る
改
正
後
介
護
保
険

法
に
よ
る
予
防
給
付
（
以
下
「
新
予
防
給
付
」
と
い
う
。
）
及
び
新
総
合
事
業
に
要
す
る
費
用
の
伸
び
率
が
中
長
期
的
に
七

十
五
歳
以
上
の
被
保
険
者
の
数
の
伸
び
率
と
同
程
度
と
な
る
こ
と
を
目
安
と
し
て
、
要
支
援
者
等
に
対
す
る
効
果
的
か
つ
効

一



率
的
な
支
援
等
を
可
能
と
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
が
、
新
予
防
給
付
及
び
新
総
合
事
業
に
要
す
る
費
用
と
、
現
行

制
度
を
維
持
し
た
場
合
の
予
防
給
付
、
介
護
予
防
事
業
及
び
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
に
要
す
る
費
用
と
を
比

較
し
た
将
来
の
費
用
の
削
減
額
を
お
示
し
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

ま
た
、
御
指
摘
の
地
域
支
援
事
業
の
上
限
額
に
つ
い
て
は
、
介
護
予
防
訪
問
介
護
等
を
現
行
の
予
防
給
付
か
ら
新
総
合
事

業
に
移
行
す
る
こ
と
も
勘
案
し
て
見
直
す
こ
と
と
し
て
い
る
ほ
か
、
政
府
と
し
て
は
、
市
町
村
に
お
け
る
新
総
合
事
業
の
円

滑
な
実
施
に
必
要
な
支
援
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
自
治
体
間
格
差
が
拡
大
し
な
い
よ
う
な
「
運
営
基
準
・
人
員
基
準
・
単
価
」
」
及
び
「
自
治
体
に
対
す
る
拘

束
力
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
指
針
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
が
地
域
の
実
情
に

応
じ
て
新
総
合
事
業
を
実
施
す
る
者
に
係
る
詳
細
な
基
準
や
新
総
合
事
業
の
第
一
号
事
業
支
給
費
の
額
の
算
定
に
係
る
単
価

等
を
定
め
る
場
合
に
参
照
す
る
考
え
方
等
を
内
容
と
す
る
指
針
を
、
改
正
後
介
護
保
険
法
の
新
総
合
事
業
に
係
る
規
定
が
施

行
さ
れ
る
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
の
前
ま
で
に
、
厚
生
労
働
大
臣
が
公
表
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
政
府
と
し
て
は
、
市

町
村
に
当
該
指
針
の
内
容
を
踏
ま
え
て
、
新
総
合
事
業
を
実
施
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

二



四
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
市
町
村
に
お
け
る
新
総
合
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
適
切
な
時
期
に
新
総

合
事
業
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
平
成
二
十
七
年
四
月
か
ら
の
実
施
が
困
難
な
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
実
施
の
猶

予
を
可
能
と
す
る
こ
と
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
平
成
二
十
九
年
四
月
ま
で
に
は
、
全
て
の
市
町
村
で
新
総

合
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
全
て
の
市
町
村
で
格
差
が
生
じ
る
こ
と
な
く
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
の
責
任
」
の
意
味
す
る

と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
前
回
答
弁
書
一
及
び
二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
今
般
の
予
防
給
付

等
の
見
直
し
は
、
市
町
村
が
中
心
と
な
っ
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
住
民
等
の
多
様
な
主
体
が
参
画
し
、
多
様
な
サ
ー

ビ
ス
を
充
実
す
る
こ
と
に
よ
り
地
域
の
支
え
合
い
の
体
制
づ
く
り
を
推
進
し
、
要
支
援
者
等
に
対
す
る
効
果
的
か
つ
効
率
的

な
支
援
等
を
可
能
と
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
は
、
市
町
村
に
お
け
る
新
総
合
事
業
の
円
滑
な
実
施

に
必
要
な
支
援
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。
な
お
、
新
総
合
事
業
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
に
お
い
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、

実
施
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

三



六
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
前
回
答
弁
書
三
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
り
、
「
政
府
の
認
識
に
は
誤
り
が
あ
る
」

と
は
考
え
て
い
な
い
。

七
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
職
業
と
し
て
の
介
護
労
働
を
否
定
す
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
政
府
と

し
て
は
、
要
支
援
者
等
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
新
総
合
事
業
の
第
一
号
訪
問
事
業
及
び
第
一
号
通
所
事

業
（
以
下
「
第
一
号
訪
問
事
業
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
も
多
様
な
主
体
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
適
当
と
考
え
て
お

り
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
三
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
い
う
。）

の
訪
問
介
護
員
等
は
、
第
一
号
訪
問
事
業
等
の
重
要
な
担
い
手
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
当
該
訪
問
介
護
員
等
は
、

今
後
、
高
齢
化
が
進
展
す
る
中
で
、
需
要
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
訪
問
介
護
及
び
通
所
介
護
の
担
い
手
で
あ
り
、
今
般
の
予

防
給
付
等
の
見
直
し
が
、
御
指
摘
の
「
介
護
職
員
」
の
増
加
に
支
障
を
来
す
こ
と
に
つ
な
が
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

四


